
リチウム蓄電池等の適正処理について

施策 4R普及啓発事業、ごみ搬入受付事業、資源物処理事業、廃棄物等収集事業

背景

本市の現状・取組内容 今後の取組

近年、廃棄物処理施設や収集運搬車両において、リチウム蓄電池等に起因する火災事故等が頻
繁に発生しており、深刻な課題となっている。

リチウム蓄電池等は小型で軽量、エネルギー効率が高く、経済性に優れていることから様々な
身の回りの製品に普及している。

従来より「有害物」としてリチウム蓄電池等
は回収している。過去、大きな問題は生じて
いない。

環境省からの通知をきっかけに、リチウム蓄
電池等の排出方法を、より安全に処理できる
よう整理した。

分別排出が最大のポイントとなるため、機会
を捉えて分別の啓発を行う。

この状況を受けて、環境省からリチウム蓄電池を１つの分別回収区分とする方針が示されるな
ど、各種の対策について周知・啓発がなされている。

適正処理が継続できるよう、各種取組を継
続・改善する。

資料５



令和7年度 第一回橿原市廃棄物減量等推進審議会

背景

※「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正
処理に関する方針と対策の通知について」
（2025年9月）より抜粋
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背景

①充電状態で外力等により破損すると、正極と負極が接触しショート。
②内部温度が上昇することで正極材料である酸化金属物が分解し酸素を発生。
③内部にある電解液は可燃性。

破損させない状態で専門の処理業者へ渡す必要がある。
※放電させておくとなお安全

燃焼の三要素である可燃物、酸素供給源、点火源が揃ってしまう。
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処理施設 収集車

粗大ごみや不燃物は処理施設にて破砕機に投入。
可燃ごみはパッカー車へ圧縮しながら収集。

リチウム蓄電池等が混入した場合、破損する可能性が高く、火災が起きやすい。

【火災の実例】

背景

注）本市での事案ではありません！



桜井市HPより

令和7年度 第一回橿原市廃棄物減量等推進審議会

・桜井市グリーンパークのリサイクルセンター棟で、リチウム蓄電池等に起因するとみられる火災が発生。
・「粗大ごみ」と「もやせないごみ」の処理に支障が生じた。
・施設の復旧に数億円の費用がかかる。

一旦火災が生じると、一般廃棄物処理における影響が非常に大きい。

背景
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背景

「全ての市町村において、当該市町村の区域内で発生するリチウム蓄電池等が一般廃棄
物となったものの処理について廃棄物処理法第６条第１項の一般廃棄物処理計画に位置
付けること等により、家庭から排出される全てのリチウム蓄電池等の安全な処理体制を構
築していく必要がある。」

※「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策の通知について」より抜粋

適正処理を確保するための各種取組が必要



本市の現状・取組内容
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排出方法

区 分 収集・運搬主体 収集回数 排出場所

可燃ごみ
市

（一部委託業者）
週２回 各戸前

不燃物
市 月１回 集積所

粗大ごみ

資
源
ご
み

カン･ビン
市

（一部委託業者）
２週１回 各戸前

ペットボトル・

プラスチックボトル
市 月１回 集積所

新聞
市

（委託業者）
月１回 各戸前雑誌類

ダンボール

廃食用油 市 ２月１回
市内各所

（拠点回収）

使用済小型電子機器等

（小型家電）
市 随時

市内各所

（拠点回収）

有害物 市 月１回 集積所

・本市の家庭ごみ収集に係る分別の区分及び排出の方法は次のとおり。
・リチウム蓄電池等は集積所に「有害物」として排出。

不燃物、粗大ごみ、
ペットボトル・プラス
チックボトル、有害物
は、月１回の収集日
に同じ集積所に排出。
集積所では区分ごと
に分別。



本市の現状・取組内容
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排出方法

・分解できない場合は、大きさに応じて排出。必ず「バッテリー」の表示をすること。
例） 加熱式たばこやハンディファン等の小型なもの：有害物

コードレス家電（充電式掃除機など）等の大型なもの：不燃物
・収集に出す場合は、必ず放電した（使い切った）状態で排出。
・膨張・変形した小型充電池は、リサイクル館かしはらへ直接持ち込む。
・金属端子部等が露出したものは、テープ等で必ず絶縁。
・「電池類」、「蛍光灯」、「水銀製品」に分類し、紙箱等に入れ、品名の張り紙をして排出。



本市の現状・取組内容
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・小型充電式電池（ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムバッテリー）・ボタン電池は一般社団
法人JBRCにて回収が行われており、市でも市内協力各店への持ち込みを案内している。

排出方法



本市の現状・取組内容
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・集積所に排出されたごみの一部を平ダンプで収集。
・荷台内ではかごに入れることにより、他のごみとは分けて積載。
・この方法で、リチウム蓄電池等に起因して、収集車が使用不能となるような事故は発生していない。

収集方法



本市の現状・取組内容
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・処理施設にて、粗大ごみや不燃物の中身を再度確認し、リチウム蓄電池等を含むものを選別。

・回収されたリチウム蓄電池等は、専門業者に処理委託し、リサイクルを行っている。

処理方法



本市の現状・取組内容
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・火災が発生しないよう、また火災が発生したときに早期消火ができるよう、常時監視を行うとともに、
緊急用の消防設備を備えている。

処理方法

幸いなことに、大規模な被害は生じていない。
使用製品が拡大傾向にある現状から、油断せず対策を継続・改善しなければ
ならない。



今後の取組
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◆分別排出が最大のポイントとなるため、機会を捉えて分別の啓発を行う。

・分別の必要性や、原因となりやすい品物の周知に引き続き努める。



◆適正処理が継続できるよう、各種取組を継続・改善する。

今後の取組
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※「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策の通知について」より抜粋

・安定処理が継続できるよう、処理体制を維持する。
・また新製品の登場など、市況の変化に応じて処理体制を改善する。



◆適正処理が継続できるよう、各種取組を継続・改善する。

今後の取組
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・民間における資源化取組の動向にも注視しながら、最適な資源化・処理方法を模索していく。

高い資源回収目標の要請、廃棄物処理法の特例措置 など

指定再資源化商品への品目追加

・資源の有効な利用の促進に関する法律の改正（令和7年6月4日公布、令和8年4月1日施行）
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ご清聴ありがとうございました。
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